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( 有田医院　院長 )

有 田 繁 広

師走―新年に向けて

います。
　困ったことというのは、保育師が保護者に
対して、園内で感染症が出た場合に、検査目
的で受診を促す言動が多く見られるというこ
とです。本来、診療の中で必要とされる場合
に検査を実施するもので、症状のない患児に
検査してくださいと言われても自費になりま
すよと言わざるを得ません。受診してくださ
いと勧めるのが正しいアドバイスだと思いま
す。検査に関しては、アレルギー検査も年度
初めによく言われます。施設側としては、少
しでも感染の疑いがあれば休んでいてほしい
のでしょうね。37.5 度以上の体温で保育中止、
お迎えを呼ぶ原則は、いかがなものでしょう
か。そう言う保護者の不満を聞いて病児保育
を始めたのですが、施設基準は結構厳しいで
す。設備投資もいりますので今後も開設され
る所は、そんなに増えてこないと思います。

（経営も楽ではないですし）先日、保育所に前
記検討してもらうよう手紙を書きました。高
熱、感染症診断されている患児は、いつでも
責任を持って預かりますので保護者の方々に
不安なく仕事ができるよう病児保育を続けて
いきたいと思います。
　また、さて、来年は、診療報酬改定があり

　ここ数日、急に冷え込んできました。北海
道では豪雪があり本格的な冬の到来です。
　大阪 W 選挙も維新の圧倒的な勝利で終わ
りました。またぞろ都構想の話が出ています。
　今度は性急な結果を求めないで丁寧な説明
を行って住民の同意を得て欲しいものです。
　一度死んだ話を復活させる、ゾンビのよう
に闇で蠢くことなく、火の鳥のように隅づみ
まで明るくする政策を提示して欲しいと願い
ます。威信をもって委信されるようにお願い
したいものです。
　さて、冒頭にも書きましたが、寒さが増し
て来てインフルエンザの流行も遅からずやっ
てくると思います。私は、病児保育をしてい
るのですが最近の保育に関して少し困ってい
ることがあります。先の子育て政策の中で小
規模保育施設が認定されました。少人数の 0
〜 2 歳児の保育を行う施設です。認定基準の
中で建物の規制は緩くなっていますが保育内
容や感染予防（健診、嘱託医の設置など）は
通常の認定保育施設と変わりません。浪速区
でも施設がいくつか新設運営されています。
12 月からは桜川ものわすれクリニックの山本
先生も西区ですが小規模保育施設を開設なさ
ることになりました。一番手がかかる 0 〜 2
歳児の保育は大変ですが頑張って欲しいと思
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◎平成 27 年度 11 月定例理事会　　　
　日　時　平成 27 年 11 月 27 日〈金〉  
　　　　　午後 8 時〜 9 時 43 分
　場　所　浪速区医師会　会議室  

協議事項
１．新年互礼会（平成 28 年１月 16 日〈土〉

18 時・スイスホテル南海大阪 35 Ｆシェ
ルブルー）の開催等ついて

                              ＜佐久間会長＞　　　
案内、司会進行等について決めたい。　　　　　　　 

協議の結果、次のとおりに決定。
　　　司会：岡藤理事　　
　　　閉会の挨拶：有田副会長　　　　
　　　来賓については例年どおりとする。

２．浪速区三師会の開催について
　　　　　　　　　　　　　 ＜徳田副会長＞
　　本年は本会が幹事医師会となる。三師会

の開催日等について協議したい。

協議の結果、次のとおりに決定。
候補日　3 月 5 日〈土〉、12 日〈土〉
候補場所　天王殿、ホテルモントレグ
ラスミア大阪、スイスホテル南海大阪
日程を調整した後、開催場所を確保す
ることとなった。
また、理事より参加を募る。

　
３．敬老の日（９月 21 日〈月祝〉）について
　　敬老の日に図書カードを送付できなかっ

たので、クリスマスプレゼントとして送
付することに決定。

４．第 32 回浪速区健康展の振り返りについて

ます。前回の改定では、在宅関連で大幅な減
額があり、特に同一建物入居に対する在宅総
合診療料および訪問診療料が 1/4 になるとい
う前代未聞の減額がありました。その後の通
達により同一建物でも１人だけ訪問する場合
は、同一建物以外と同じにするとの事。なん
のこっちゃ、中途半端な折衷案です。在宅患
者のウェイトが多い先生方は、せっせとお一
人ずつ、ほぼ毎日施設を回られ、そうでない
先生方は施設患者を診なくなるケースが増え
ています。多くの施設と契約している在宅専
門医療機関（数百人の在宅患者を持っている
そうです）は、バイトの医師を雇って報酬維
持にやっきになっているようです。つまり、
在宅関連の前回のような減額、それに続く中
途半端な通達では医療費は変わらないという
ことです。次回改訂では、患者さんの重症度
で在宅報酬を区分するそうです。今後、高齢
化で在宅需要が増えてくるのは確実です。状
態に応じた診療体系、報酬体系を考慮する必
要がありますね。医師側も、診療報酬に惑わ
されないで真摯に診療を行ってゆきましょ
う。
　浪速区医師会では、ブルーカードに続き、
共通診察券を用いた I プロジェクトを進めて
います。ついで介護も含めたメデイケアカー
ドも構築中です。メデイケアカードは、区役
所との合同で構築していくものですので、来
年は、多職種一体化した医療介護連携を推し
進める新年度になると思います。これらの事
業は、浪速区独自で開発、推進している事業
で全国でも注目されているものです。そのた
めには、会員の皆様の御協力が必要です。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　
　最後に、本年ご逝去された、木下為弘先生、
本田嘉秀先生、麻生五月先生のご冥福をお祈
りします。合掌


